
教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１復元をはかるための、

2016年度政府予算に係わる意見書

子どもたちが全国どこに住んでいても、どのような環境に育っていても、一定水準

の教育を受けられるという、「教育の機会均等」は憲法・教育基本法にも謳われた自

明の権利である。しかしながら、我が国の GDPに占める教育費公財政支出の割合は、
OECD加盟国（28カ国）の中において最下位であり、教育に対する公財政支出が国
際的にも低いと言わざるを得ない。そして、そのしわ寄せが国民の家計を大きく圧迫

しており、親の経済力の違いによる「教育格差」の問題ともなっている。また、１学

級当たりの児童生徒数や教員一人当たりの児童生徒数が他の加盟国に比べて多くな

っている。自治体が見通しを持って安定的に教職員を配置するためには、国段階での

国庫負担に裏付けされた定数改善計画の策定が必要で、一人ひとりの子どもたちへの

きめ細かな対応や学びの質を高めるための教育環境を実現するためには教職員定数

改善が不可欠である。しかしながら、第７次教職員定数改善計画の完成後９年もの間、

国による改善計画のない状況が続いている。さらに、地方自治体財政においても、義

務教育費国庫負担制度の国負担割合が２分の１から３分の１に引き下げられたこと

で、多くの地方自治体が財政的な圧迫・制約を受け、自治体間格差の広がりが懸念さ

れていることは言うまでもない。

将来を担い、社会の基盤づくりにつながる子どもたちへの教育は極めて重要であり、

未来への先行投資として、子どもや若者の学びを切れ目なく支援し、人材育成・創出

から雇用・就業の拡大につなげる必要があることから、下記の事項について強く要望

する。

記

１ 子どもたちの教育環境改善のために、計画的な教職員定数改善を推進すること。

２ 教育の機会均等と水準の維持向上をはかるため、義務教育費国庫負担制度の国負

担割合を２分の１に復元すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
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